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執行役員制度導入に関するお知らせ 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、執行役員制度の導入について決議しまし

たので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．執行役員制度導入の目的 

執行役員制度導入により、取締役の業務執行の負担を軽減し会社の重要な意思決定に深く参画さ

せ、取締役会の活性化および意思決定の効率化とともに取締役の業務執行の充実を図る。また、取

締役の相互監視および取締役会の監督機能を強化する。 

 

２．執行役員制度の概要 

  （１）執行役員の選解任は取締役会の決議により行う。 

  （２）執行役員の任期は1年とし、再任は妨げない。 

  （３）取締役と部長職の中間的立場であり、会社業務を陣頭指揮する。 

  （４）取締役会および株主総会への出席 

     求められた場合は、担当業務の執行状況につき、報告および説明をする。 

 

３．制度の導入時期 

2019年 7月 1日 

 

なお、執行役員制度導入に伴う人事については、決定次第お知らせします。 

 

以 上 


